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高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の
手
続
要
件
を
満
た
し
て
い
な
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一

Y
(被
告
)
は
、
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を

主
た
る
目
的
と
す
る
株
式
会
社
で
あ
り
、

X
(
原
告
)
は
、

Y
に
雇
用
さ
れ
タ
ク
シ
ー
乗
務
員
と
し
て
勤
務
し
て
い

たニ
Y
の
就
業
規
則
二
九
条
(
平
成
一
八
年
一

O
月
二
一

日
実
施
)
は
、
定
年
制
に
つ
い
て
、
「
従
業
員
の
定
年
は
満

六
O
歳
と
す
る
。
た
だ
し
、
乗
務
員
に
つ
い
て
は
、
本
人
が

希
望
し
、
か
つ
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
九
条
二
項
に
基
づ

く
労
使
協
定
に
定
め
ら
れ
た
再
雇
用
基
準
に
該
当
す
る

場
合
は
、
六
五
歳
ま
で
嘱
託
又
は
定
時
制
と
し
て
再
雇
用

す
る
(
以
下
「
継
続
雇
用
制
度
」
)
。
ま
た
、
雇
用
契
約
は
一
年

ご
と
の
更
新
を
原
則
と
す
る
。
」
旨
定
め
て
い
る
。

三
平
成
一
八
年
一

O
月
二

O
日
時
点
で
、

Y
の
全
従
業

員
数
は
四
六

O
名
で
あ
っ
た
。
同
日
時
点
で
各
事
業
所
の

い
ず
れ
に
も
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合

(
以
下
「
労
組
」
)
は
な
く
、
継
続
雇
用
制
度
の
導
入
に
当
た

っ
て
、
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
は
選
出
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
し
、

Y
が
、
労
働
者
側
に
対
し
、
労
働
者
の
過

半
数
を
代
表
す
る
者
を
選
出
す
る
よ
う
に
要
請
す
る
こ

と
も
な
か
っ
た
。

四

Y
は
、
前
記
継
続
雇
用
制
度
の
導
入
を
含
む
就
業
規

則
一
部
変
更
に
あ
た
り
、
平
成
一
八
年
九
月
二

O
目、

A

労
組
連
合
会
(
組
合
員
数
七
八
名
)
と
の
間
で
、
同
年
一

O

月
一
二
日
、

B
労
組
(
組
合
員
数
八
名
)
と
の
間
で
、
そ
れ
ぞ

れ
賃
金
、
賞
与
及
び
継
続
雇
用
制
度
の
導
入
に
つ
い
て
の

協
定
を
締
結
し
た
。
そ
し
て
、

Y
は
、
各
事
業
所
を
管
轄
す

る
労
働
基
準
監
督
署
に
対
し
、
平
成
一
八
年
一

O
月
二

O

目
、
就
業
規
則
一
部
変
更
に
つ
い
て
異
議
は
な
い
旨
の
各

労
組
の
意
見
書
と
共
に
、
就
業
規
則
一
部
変
更
を
届
け
出

た
。
さ
ら
に
、

Y
は
、
平
成
一
八
年
一
一
月
以
降
平
成
二

O

年
六
月
ま
で
の
聞
に
、
上
記
以
外
の
四
つ
の
労
組
と
も
同

様
の
協
定
を
締
結
し
た
。

横
浜
地
裁
川
崎
支
部
平
成
二
二
・
二
・
二
五
判
決
労
働
判
例
一

O
O
二
号
五
頁

五

Y
は、

X
に
対
し
、
平
成
二

O
年
一
月
一
五
日
、

X
が

同
年
二
月
七
日
に
満
六

O
歳
と
な
る
こ
と
か
ら
、
就
業
規

則
二
九
条
に
基
づ
き
、
同
月
一
八
日
付
け
で
定
年
退
職
と

な
る
旨
の
定
年
通
知
書
を
送
っ
た
(
以
下
「
再
雇
用
拒
否
」
)
。

こ
れ
を
受
け
て

X
は
、
同
年
二
月
八
日
の
団
体
交
渉
に
お

い
て
、
改
め
て
継
続
雇
用
を
希
望
す
る
旨
を
伝
え
た
が
、

Y
は
、
再
一
雇
用
を
拒
否
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、

X
は
、
平
成

二
O
年
二
月
八
日
付
け
で
、
再
雇
用
拒
否
の
理
由
を
書
面

で
回
答
す
る
よ
う
に
求
め
た
と
こ
ろ
、

Y
は
、
同
月
一
五

日
付
け
で
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
就
業
規
則
二
九
条
に

定
め
る
再
雇
用
基
準
の
複
数
の
事
項
(
乗
務
数
(
出
勤
率
)

基
準
、
営
業
収
入
基
準
及
び
走
行
キ
ロ
基
準
)
を
満
た
し

て
い
な
い
旨
の
回
答
書
を
送
付
し
た
。

六
そ
こ
で
、

X
が
、
就
業
規
則
二
九
条
に
定
め
る
満
六

O
歳
定
年
後
の
再
雇
用
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
こ
と

を
理
由
と
す
る
再
雇
用
拒
否
が
無
効
で
あ
る
等
と
主
張

し、

Y
に
対
す
る
労
働
契
約
上
の
権
利
を
有
す
る
地
位
に

あ
る
こ
と
の
確
認
及
び
平
成
二

O
年
二
月
一
九
日
(
定
年

の
日
の
翌
日
)
か
ら
の
賃
金
等
の
支
払
を
求
め
て
提
訴
し

た
の
が
本
件
で
あ
る
。

醐
判
旨
請
求
一
部
認
容
、
一
部
却
下
[
確
定
]

一

Y
の
事
業
所
に
は
、
「
い
ず
れ
に
も
労
働
者
の
過
半

数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
は
な
い
か
ら
、

Y
が
、
高
年
齢

者
雇
用
安
定
法
九
条
二
項
に
よ
り
、
継
続
雇
用
制
度
を
導

入
す
る
措
置
を
講
じ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
に
は
、
各
事

業
所
ご
と
に
、
全
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
と
の

書
面
に
よ
る
協
定
に
よ
り
継
続
雇
用
制
度
の
対
象
と
な

る
高
年
齢
者
に
係
る
基
準
を
定
め
、
当
該
基
準
に
基
づ
く

制
度
を
導
入
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
こ
ろ
、
:
:
:
Y

に
お
い
て
、
本
件
継
続
雇
用
制
度
導
入
に
当
た
っ
て
、
事

業
所
ご
と
に
そ
の
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
は

選
出
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
」
。

「Y
は
、
本
件
継
続
雇
用
制
度
に
つ
い
て
の
協
定
は
、
労

九
州
大
学

社
会
法
判
例
研
究
会

働
者
側
の
複
雑
な
事
情
に
よ
り
:
:
:
協
定
を
結
ぶ
こ
と
が

実
際
上
不
可
能
な
状
況
下
で
、
労
働
者
の
過
半
数
に
は
満

た
な
い
複
数
の
労
働
組
合
と
の
間
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
労
使

協
定
を
結
び
、
そ
の
成
果
を
非
組
合
員
が
享
受
す
る
と
い

う
従
来
か
ら
の
労
使
慣
行
に
従
っ
て
結
ん
だ
も
の
で
あ

り
、
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の
趣
旨
を
潜
脱
す
る
も
の
で

は
な
い
か
ら
、
そ
の
導
入
手
続
は
有
効
で
あ
る
旨
を
主
張
」

す
る
。し

か
し
、

Y
の
主
張
す
る
労
使
慣
行
は
、
「
す
べ
て
の
労

働
者
の
う
ち
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
組
合
員
の
意
思
を
反

映
さ
せ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
:
:
:
高
年
齢
者
雇
用

安
定
法
九
条
一
項
二
号
所
定
の
継
続
雇
用
制
度
の
導
入

の
趣
旨
目
的
に
照
ら
せ
ば
、
:
:
:
こ
れ
を
労
使
慣
行
と
し

て
有
効
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
。

そ
う
す
る
と
、
「
本
件
就
業
規
則
二
九
条
は
、
手
続
要
件

と
し
て
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
九
条
二
項
の
要
件
を
満

た
し
て
い
な
い
」
。

二
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
附
則
五
条
一
項
の
要
件
に

関
し
、

Y
は
、
「
そ
の
労
働
者
が
三

O
O人
を
超
え
る
事
業

主
で
あ
る
か
ら
、
平
成
一
二
年
三
月
二
二
日
ま
で
の
問
、

高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
九
条
二
項
に
規
定
す
る
協
定
を

す
る
た
め
努
力
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
協
議
が
調
わ
な

い
と
き
は
、
就
業
規
則
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
よ

り
、
継
続
雇
用
制
度
の
対
象
と
な
る
高
年
齢
者
に
係
る
基

準
を
定
め
、
当
該
基
準
に
基
づ
く
制
度
を
導
入
す
る
こ
と

が
で
き
る
」
。

し
か
し
、

Y
に
お
い
て
は
、
「
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表

す
る
者
は
選
出
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
し
、

Y
が
労
働
者
側

に
対
し
て
、
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
を
選
出
す

る
よ
う
に
要
請
す
る
こ
と
も
し
て
い
な
か
っ
た
」
。
し
か

も、

Y
が
「
各
労
働
基
準
監
督
署
に
本
件
就
業
規
則
を
届

け
出
た
平
成
一
八
年
一

O
月
二

O
日
ま
で
に
本
件
継
続

雇
用
制
度
の
導
入
に
つ
い
て
協
定
を
締
結
し
て
い
た
」
労

。



働
組
合
の
組
合
員
数
は
、
各
営
業
所
を
合
わ
せ
て
八
六
名

だ
け
で
あ
っ
た
。

「
ま
た
、

Y
と
、
同
日
ま
で
に
本
件
継
続
雇
用
制
度
の
導

入
に
つ
い
て
の
協
定
を
締
結
し
て
い
な
か
っ
た
組
合
と

の
関
係
に
つ
い
て
み
る
と
」
、

Y
が
、
「
各
労
働
組
合
に
対

し
て
、
本
件
継
続
一
雇
用
制
度
の
導
入
に
つ
い
て
、
十
分
な

説
明
を
し
た
こ
と
を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
」
。

「
よ
っ
て
、

Y
は
、
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
九
条
二
項
に

規
定
す
る
協
定
を
す
る
た
め
努
力
を
し
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
協
議
が
調
わ
な
か
っ
た
も
の
と
認
め
る
こ
と
は
で

き
」
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
「
本
件
就
業
規
則
二
九
条
は
、
手
続
要
件

と
し
て
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
附
則
五
条
一
項
の
要
件

を
満
た
し
て
い
な
い
」
。

三
し
た
が
っ
て
、
「
本
件
継
続
雇
用
制
度
の
導
入
を
定

め
る
本
件
就
業
規
則
二
九
条
は
、
手
続
要
件
を
欠
き
無
効

で
あ
り
、
こ
れ
に
対
す
る

Y
の
再
抗
弁
等
の
主
張
は
な
い

か
ら
、

X
は、

Y
に
対
し
、
労
働
契
約
上
の
権
利
を
有
す
る

地
位
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
。
ま
た
、
賃
金
に
つ
い

て
は
、

Y
は、

X
に
対
し
、
平
成
二

O
年
二
月
一
九
日
か
ら

判
決
確
定
日
ま
で
、
賃
金
等
の
支
払
義
務
が
あ
る
。

翻
解
説

一
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
上
の
手
続
要
件
を
欠
く
就

業
規
則
二
九
条
の
効
力
に
つ
い
て

高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
(
以
下
「
高
年
法
」
)
九
条
二
項

の
労
使
協
定
の
締
結
に
関
し
、
認
定
事
実
(
事
実
の
概
要

一
一
一
)
を
前
提
と
す
る
限
り
、
本
判
決
が
、
「
継
続
雇
用
制
度

の
導
入
を
定
め
る
本
件
就
業
規
則
二
九
条
は
、
手
続
要
件

と
し
て
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
九
条
二
項
の
要
件
を
満

た
し
て
い
な
い
」
(
判
旨
ご
と
判
示
し
た
こ
と
は
、
妥
当

な
判
断
で
あ
る
(
労
基
法
上
の
三
六
協
定
の
有
効
性
が
争

点
と
な
っ
た
事
案
で
は
あ
る
が
、
卜

l
コ
口
事
件
(
最
高

裁
二
小
判
平
成
一
三
・
六
・
二
二
労
判
八

O
八
号
一
一
頁
)

は
、
「
協
定
当
事
者
が
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者

で
は
な
い
」
と
し
て
三
六
協
定
の
効
力
を
否
定
し
た
)
。

ま
た
、
高
年
法
附
則
五
条
一
項
に
該
当
す
る
場
合
、
就

業
規
則
等
に
よ
る
継
続
雇
用
制
度
の
導
入
が
認
め
ら
れ

る
が
、
本
判
決
は
、
こ
の
手
続
要
件
に
関
し
て
も
、
上
述
し

た
労
使
協
定
の
手
続
過
程
と
同
様
の
認
定
事
実
に
基
づ

き
、
同
法
附
則
五
条
一
項
の
要
件
に
該
当
し
な
い
旨
(
判

旨
二
)
判
示
し
て
い
る
。

以
上
に
よ
る
と
、
本
判
決
に
お
い
て
は
、
同
法
九
条
二

項
及
び
附
則
五
条
一
項
の
い
ず
れ
の
手
続
要
件
も
満
た

し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
「
本
件
就
業
規
則
二
九
条
は
、
手

続
要
件
を
欠
き
無
効
」
(
判
旨
三
)
で
あ
る
と
の
結
論
に
至

る
こ
と
と
な
る
。
高
年
法
九
条
は
政
策
立
法
と
し
て
の
性

格
を
有
す
る
が
、
本
判
決
が
手
続
要
件
を
厳
格
に
解
し
た

点
は
、
重
要
な
判
断
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
高
年
法
上
の
手
続
要
件
を
正
面
か
ら
争

い
就
業
規
則
の
効
力
を
否
定
し
た
事
案
は
、
平
成
一
八
年

の
改
正
法
施
行
後
、
本
件
が
初
め
て
で
あ
る
が
、
後
述
す

る
と
お
り
、
問
題
点
を
内
包
し
て
い
る
。

な
お
、
再
雇
用
拒
否
が
高
年
法
に
反
す
る
違
法
な
再
雇

用
規
程
に
基
づ
く
と
主
張
し
、
そ
の
効
力
が
争
わ
れ
た
日

通
岐
阜
運
輸
事
件
(
岐
阜
地
判
平
成
二

0
・
九
・
八
労
経
速

二
O
一
六
号
二
六
頁
)
は
、
過
半
数
組
合
と
の
労
働
協
約

の
締
結
に
基
づ
き
再
雇
用
規
程
が
作
成
さ
れ
て
お
り
、
手

続
及
び
内
容
に
違
法
性
は
な
い
旨
判
示
し
た
。

ニ
「
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
義
務
」
違
反
の
法
的
効

果
に
つ
い
て

就
業
規
則
二
九
条
が
無
効
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
で
、

Y

に
お
い
て
は
、
高
年
法
九
条
が
義
務
付
け
る
「
高
年
齢
者

雇
用
確
保
措
置
」
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
と
な
る
。

本
判
決
は
、
結
論
と
し
て
、

X
の
請
求
ど
お
り
地
位
確
認

を
認
容
(
判
旨
三
)
し
た
も
の
で
あ
る
(
高
年
法
上
の
継
続

雇
用
制
度
の
事
案
で
は
な
い
が
、
再
雇
用
契
約
の
成
立
を

認
容
し
た
例
と
し
て
、
ク
リ
ス
タ
ル
観
光
パ
ス
事
件
(
大

阪
高
判
平
成
一
八
・
一
二
・
二
八
労
判
九
三
六
号
五
頁
)
参

照)。平
成
一
八
年
の
改
正
高
年
法
施
行
後
の
地
位
確
認
請

求
の
参
考
事
案
と
し
て
、
本
判
決
と
判
断
の
性
質
は
異
な

る
が
、
前
掲
の
日
通
岐
阜
運
輸
事
件
は
、
再
一
雇
用
基
準
を

満
た
さ
な
い
こ
と
等
か
ら
「
再
雇
用
拒
否
に
違
法
性
は
な

い
」
と
し
て
地
位
確
認
を
棄
却
し
た
。
ま
た
、
再
雇
用
規
程

に
基
づ
く
再
雇
用
拒
否
が
権
利
の
濫
用
又
は
不
当
労
働

行
為
に
該
当
し
無
効
で
あ
る
か
否
か
、
無
効
で
あ
る
場
合

再
雇
用
契
約
が
成
立
し
た
か
否
か
が
争
わ
れ
た
日
本
ニ

ユ
l
ホ
ラ
ン
ド
(
再
雇
用
拒
否
)
事
件
(
札
幌
地
判
平
成
二

二
・
三
・
三

O
労
判
一

O
O七
号
二
六
頁
)
は
、
仮
に
再
雇

用
拒
否
が
無
効
だ
と
し
て
も
、
再
雇
用
契
約
は
成
立
し
な

い
旨
判
示
し
た
(
損
害
賠
償
は
一
部
認
容
)
。
こ
の
よ
う
に

高
年
法
上
の
継
続
雇
用
制
度
の
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
地

位
確
認
請
求
は
、
棄
却
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
中
に

あ
っ
て
、
本
件
は
、
手
続
要
件
を
争
点
と
し
た
も
の
で
は

あ
る
が
、
地
位
確
認
請
求
を
認
容
し
た
初
め
て
の
判
決
で

あ
る
。し

か
し
な
が
ら
、
本
判
決
の
結
論
か
ら
は
、
地
位
確
認

を
認
め
る
に
至
る
理
論
上
の
根
拠
が
明
ら
か
で
な
い
こ

と
が
論
点
と
し
て
浮
上
す
る
。
高
年
法
九
条
一
項
の
「
雇

用
確
保
措
置
義
務
」
違
反
の
法
的
効
果
、
す
な
わ
ち
同
条

項
の
私
法
上
の
効
力
の
問
題
で
あ
る
(
山
下
昇
「
高
年
齢

者
の
雇
用
確
保
措
置
を
め
ぐ
る
法
的
諸
問
題
」
労
研
五
五

O
号
(
二

O
O六
年
)
四
三
頁
以
下
参
照
)
。
こ
の
論
点
に

関
す
る
代
表
的
な
事
案
で
あ
る

N
T
T
西
日
本
(
高
齢
者

雇
用
・
第
ご
事
件
(
大
阪
高
判
平
成
二
一
・
一
了
二
七
労

判
一

O
O四
号
一
一
二
頁
)
は
、
高
年
法
九
条
一
項
違
反

の
私
法
上
の
効
力
を
否
定
し
て
い
る
。
一
方
、
学
説
上
は

見
解
が
分
か
れ
て
お
り
、
肯
定
説
は
同
法
九
条
一
項
の
私

法
上
の
効
力
を
認
め
る
こ
と
か
ら
再
雇
用
契
約
を
承
認

し
、
否
定
説
は
同
条
一
項
は
公
法
上
の
義
務
を
定
め
た
に

過
ぎ
ず
、
ま
た
政
策
立
法
と
い
う
性
格
か
ら
も
私
法
上
の

効
力
を
認
め
な
い
と
す
る
。

こ
の
点
、
本
判
決
は
、
就
業
規
則
二
九
条
が
無
効
で
あ

る
こ
と
と
労
働
契
約
上
の
地
位
が
存
在
す
る
こ
と
の
問

の
理
論
的
な
根
拠
を
、
わ
ず
か
に
「
Y
の
再
抗
弁
等
の
主

張
は
な
い
か
ら
」
と
述
べ
る
に
留
ま
り
、
説
得
的
で
あ
る

と
は
い
え
な
い
。
思
う
に
、
結
果
妥
当
性
を
考
慮
す
る
と
、

否
定
説
に
立
ち
つ
つ
も
、
本
判
決
に
つ
い
て
は
、
就
業
規

則
二
九
条
全
体
が
無
効
と
な
る
の
で
は
な
く
、
高
年
法
九

条
に
違
反
す
る
「
高
年
齢
者
に
係
る
基
準
」
の
部
分
が
一

部
無
効
と
な
り
、
高
年
法
九
条
一
項
二
号
の
希
望
者
全
員

継
続
雇
用
の
原
則
に
立
ち
戻
っ
て
、
再
雇
用
制
度
が
適
用

さ
れ
た
も
の
と
理
論
構
成
す
る
方
が
妥
当
で
あ
る
と
考

え
る
。
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